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＜小学校・中学校に入学するとき＞ 

 ○小学校に入学する前年の１０月頃、知能検査と健康診断を行いますので保護

者宛てに日時と会場を指定した通知書を送ります。 

 ○入学する年の１月末頃、入学する学校を指定した「入学指定通知書」を送

ります。 

  なお、次のような場合は、早めにご連絡ください。 

(1)知能検査や健康診断の通知書、入学指定通知書が届かなかったり、内容

に誤りがあるとき。 

(2)心身に障害があり、入学することに不安があるとき。 

 

 

＜転校するとき＞ 

○町外からの転校のとき 

(1)現在通学している学校で転校手続きを行い、在学証明書、教科書給与証明

書を受け取ってください。 

(2)中頓別町役場で転入手続を行ったあと、教育委員会で上記書類を提示いた

だくと「転入学通知書」をお渡しします。 

(3)転入学する学校に転入学通知書及び在学証明書、教科書給与証明書を持参

して転入学手続を行ってください。 

 

○町外へ転校するとき 

(1)在学中の学校で転校手続をとり、在学証明書、教科書給与証明書を受け取

ってください。 

(2)中頓別町役場で転出手続をしてください。 

(3)新たに転入する住所地の市区町村へ行き、転入学の手続きをとってくださ

い。 

（手続きのしかたは、市区町村によって異なります。） 

 


